
 

 

履 修 要 項 

 

１．教育課程 

 

 (1) 教育課程の概要 

     大学院体育学研究科博士後期課程体育学専攻においては、共通科目（共通領域）及び専門

科目（スポーツ総合科学領域、スポーツ文化・社会科学領域、スポーツ生命科学領域）に区

分して教育課程を編成している。 

   また、平成１９年４月から独立行政法人日本スポーツ振興センターの国立スポーツ科学セ  

ンターとの連携大学院、並びに平成２６年４月から熊本大学及び鹿児島大学、平成３０年４

月から宮崎大学、令和５年９月から福岡県立大学との連携大学院を締結し、それぞれの連携

大学院の特色を活かした論文指導や授業を実施している。 

       

 (2) 修業年限及び在学年限 

   大学院体育学研究科博士後期課程体育学専攻の標準修業年限は３年とする。 

   ただし、職業を持っている等の理由で長期履修を許可された者を除く。 

   また、６年を超えて在学することはできない。 

   なお、休学期間は修業年限及び在学年限には算入されない。 

 

 (3) 授業科目の区分及び内容 

     授業科目は、大学院体育学研究科博士後期課程体育学専攻の趣旨・目的にそった教育研究

を行うため、次のとおりに区分して開設する。 

 

科目 科目群 領域 内           容 

共通 
共通 

科目 
共通 

体育学分野の異なる専門領域の観点から、独創性のある研

究テーマを解明するための研究手法、研究方法を学び、研究

デザインを確立し、博士学位論文としてまとめる科目。 

専門 
専門 

科目 

スポーツ 

総合科学 

スポーツ・武道及び体育・健康づくりの実践的側面に関す

る研究方法を深めるとともに、最新の研究動向や知見、研究

成果を活用し、学際領域における統合的研究を遂行する上で

必要な研究能力を高めるための科目。 

スポーツ 

文化・社会 

科学 

スポーツ・武道及び体育・健康づくりの文化的及び社会科

学的側面に関する研究方法を深めるとともに、最新の研究動

向や知見、研究成果を活用し、学際領域における統合的研究

を遂行する上で必要な研究能力を高めるための科目。 

スポーツ 

生命科学 

スポーツ・身体活動への生体応答メカニズムに関する研究

方法を深めるとともに、最新の研究動向や知見、研究成果を

活用し、学際領域における統合的研究を遂行する上で必要な

研究能力を高めるための科目。 

 

 



 

 

 (4) 授業科目及び単位等 

   開設授業科目、単位及び授業担当教員等は、「令和７年度開設授業科目 

  及び授業担当教員一覧」のとおりである。また、授業内容（シラバス）につ 

  いては、公式ホームページの授業科目ページのシラバスを参照すること。 

 

(5) 教育上主要と認める授業科目 

   博士後期課程体育学専攻において、教育上主要と認める授業科目は、開設授業科目のうち

必修科目とする。 

 

 (6) 学期及び授業期間 

   学年を次の２つの学期に区分し、各授業科目は学期ごとに完結するよう開講されている。 

 学 期 期   間 

  前 期   ４月１日～９月３０日 

  後 期  １０月１日～３月３１日 

 

 (7) 授業時間 

      授業時間の区分は、次のとおりである。 

      なお、下記時間の他に、授業担当教員及び指導教員の指示する時間帯に授業を行うことも 

  ある。 

 

時 限 開始時間  ～  終了時間 

第１時限   ８時３０分 ～ １０時００分 

第２時限 １０時１０分 ～ １１時４０分 

第３時限 １２時４０分 ～ １４時１０分 

第４時限 １４時２０分 ～ １５時５０分 

第５時限 １６時００分 ～ １７時３０分 

※ 第６時限 １８時３０分 ～ ２０時００分 

 ※ 第７時限 ２０時１０分 ～ ２１時４０分 

 

   ※ 社会人から事前に申請があった場合に限り、大学院設置基準第１４条に定める「教育

方法の特例」により夜間開講された授業を受講可能。さらに申し出があった場合には、

授業担当教員との打合せにより、特定の曜日（土・日等）及び夏期・冬期休業期間に授

業を行うこともある。 

 

 (8) 授業の方法 

   授業の方法は、講義、演習の方法で行う。 

 なお本学は、国立スポーツ科学センターとの連携大学院、並びに熊本大学、鹿児島大学、

宮崎大学及び福岡県立大学との連携大学院を開設し、授業を行っている。各連携大学院の開

講科目は、「令和７年度開設授業科目及び授業担当教員一覧」を参照すること。 

 

 

 

 



 

 

 (9) 単位及び履修時間 

   単位の計算方法は、本学では次の基準による。 

   １）本学の授業時間は１コマ９０分をもって２時間とみなす。 

  

   ２）１単位の修得には、４５時間の学修を必要とする。 

・講義及び演習については、１５時間の授業（試験は含まない）と３０時間の自主学

習の合計４５時間をもって１単位とする。 

１単位＝【１コマ（２時間）×７．５回＊＝１５時間】＋【自主学習３０時間】 

２単位＝【１コマ（２時間）×１５回＝３０時間】＋【自主学習６０時間】 

・コープ特殊研究・実習については、１５時間の演習及び３０時間の実習並びに４５

時間の自主学習（演習分３０時間、実習分１５時間）をもって２単位とする。 

＊実際の授業回数は試験を含み、８回とする。 

 

(10) 授業時間割 

      授業時間割は、年度当初に定め掲示等により周知する。 

 

 (11) 長期履修学生制度について 

   本学研究科には、長期履修学生制度があり、これは、職業を有している等の事情により、

標準修業年限（３年）で修了することが困難な大学院生が、標準修業年限を超えて一定の期

間（４年、５年又は６年）にわたり、計画的に教育課程を履修し課程を修了することをあら

かじめ申請し、審査の上、許可されるものである。 

   なお、長期履修学生の授業料年額は、一般学生が標準修業年限（３年）在学した場合の授

業料総額を長期履修学生として許可された修業年数（４年、５年又は６年）で分割した額と

なる。 

   ただし、許可された就業年数を超えて留年した場合は、留年分の授業料は一般学生と同額

となる。 

   また、一般学生と同様に在学中に授業料が改定される場合がある。 

   申請手続期間：原則として、入学手続時又は、入学後１年以内とする。 

          ただし、やむを得ない事情により入学後１年を超えて長期履修が必要とな

った場合は、研究科教務委員会で審議のうえ、学長が認めた場合は許可さ

れることがある。 

なお、入学後（在学中）の申請は、収容定員を超えている場合には、許可

されないことがある。 

   ※「長期にわたる教育課程の履修に関する規程」参照 

 

(12) アクセシビリティ 

   鹿屋体育大学では、全ての学生が平等に教育を受ける機会を確保するため、修学の妨げと

成り得る社会的障壁の除去及び合理的配慮の提供に取り組んでいます。授業における合理的

配慮等のサポートについては、「学生支援室」にご相談ください。 

 

学生支援室 連絡先 

       （TEL）0994-46-4881  （E-Mail）g-support@nifs-k.ac.jp 

 

 



 

 

２．履修方法及び手続き 

 

 (1) 指導教員及び副指導教員（１年次） 

      学生は、入学試験に際して提出した「研究テーマ」及び「研究計画」に基づき、研究指導

担当教員に指導教員の依頼をすること。学生は指導教員と十分に相談の上、学際領域の開拓

可能な研究科担当教員に副指導教員（２名）の依頼をすること。学生は、了承を得て「指導

教員・副指導教員願」を別に定める日（学年暦で定める日）までに、教務課担当係へ提出す

ること。 

   なお、副指導教員の決定に際しては、「体育学研究科博士後期課程体育学専攻担当教員名

簿」及び「研究領域等一覧」を参照すること。（副指導教員を担当できるのは担当教員名簿

の「研究指導担当教員」及び「授業担当教員」の一覧に記載の者である。） 

 

 (2) 論文主題・研究計画書の提出（１年次４月末） 

      指導教員と副指導教員が決定したら、「論文主題・研究計画書」（博士論文の主題の決定  

と研究計画書の作成）を指導教員及び副指導教員と相談の上、別に定める日（学年暦で定め    

る日）までに、教務課担当係へ提出すること。 

   ※「鹿屋体育大学大学院体育学研究科履修規程第３条」参照 

 

 (3) 博士論文作成計画書の提出（２・３年次４月末） 

      「統合研究セミナー」によって指導教員及び副指導教員と検討した研究テーマを解明する  

ため、「博士論文作成計画書」を指導教員及び副指導教員と相談の上、別に定める日（学年  

暦で定める日）までに、教務課担当係へ提出すること。 

   また、３年次において博士論文等に変更が生じた場合、別に定める日までに再度提出する  

ことが出来る。 

   ※「鹿屋体育大学大学院体育学研究科履修規程第３条」及び「鹿屋体育大学博士論文の提

出条件に関する申合せ」参照 

 

 (4) 履修方法 

     授業科目の履修にあたっては、指導教員の指導を十分に受け、「令和７年度開設授業科目

及び授業担当教員一覧」及び別途配付の時間割を参照の上、年次ごとに研究内容等に沿った

履修計画を立てること。 

   なお、課程修了に必要な最低修得単位数は１０単位とし、かつ、次の要件を満たすこと。 

   ① 共通領域の「統合研究セミナー」２単位（３年間）を必修科目とし、必ず修得するこ    

と（詳細は、シラバスを参照のこと）。 

   ② 選択科目の中から８単位を修得すること。 

        ただし、本学大学院体育学研究科修士課程体育学専攻修了者以外の者に対して、指導

教員が必要に応じて、大学院体育学研究科修士課程体育学専攻で開設する授業科目を別

に履修させることがある。 
 
 

必修科目 選択科目 合  計 

２単位（１科目） ８単位（４科目） １０単位 

 



 

 

  (5) 履修科目の登録 

     履修しようとする授業科目については、学年の初めに履修計画等について十分に指導教員 

  等と相談の上決定し、次により履修登録を行うこと。 

   なお、この履修登録の手続きを怠ると、当該授業科目を履修する意志がないものとして取  

扱うので、十分注意すること。 

 

   １）下記の期間内に手続きを行うこと。 

① 履修登録期間 

各学期初めの履修登録期間に、授業時間割に基づき当該年度内に履修しようとす

るすべての授業科目（後期開講科目、集中講義科目及び学外実習を含む。）につ

いて履修登録を行うこと。なお、後期の履修登録期間には、後期開講科目のみ登

録できる。 

② 履修登録変更期間 

履修登録後に変更が生じた場合は、各学期にある履修登録変更期間に、履修登

録した授業科目の変更を行うこと。ただし、後期の履修登録変更期間には、後期

開講科目のみ変更できる。（前期開講科目及び通年開講科目の変更はできない。） 

※ 具体的な日程については、表紙裏の「令和７年度学年暦」を参照すること。 

 

２）手続きは、次のとおりとする。 

① 学内のパソコンからＷｅｂのシステムである「教務システム」へログインの上、

授業科目を選択、登録を行う。 

② パソコンによる履修登録後、「履修登録確認表」をプリントアウトし、STA・TA

・TF の担当時間の記入及び指導教員の確認を受け、担当係へ提出する。 

※やむを得ない事情により教務システムから履修登録ができない場合は、「履修登

録表」を提出すること。 

 

   ３） 留意事項    

① 既に修得した科目については、再度履修登録することはできない。 

② 同一時間帯に開講される科目は、重複して履修登録することはできない。 

 

３．試験及び単位の認定 

 

 (1) 試験 

   試験は、筆記又は口述その他の方法で、原則として毎学期末に行う。 

   なお、試験の期日等は事前に担当教員より周知する。 

 

 (2) 成績の評価及び単位の認定 

   成績の評価は、担当教員が試験結果及び履修状況を総合して判定し、次のとおりＳ、Ａ、

Ｂ、Ｃ及びＤの５段階に分けて評価を行う。評価Ｓ～Ｃについて、所定の単位を認定する。 

   なお、成績は、各学期の終了後に通知する。 

 
 
 
 



 

 

評語 評点 評価基準 摘要 

Ｓ ９０ ～ １００点 
到達目標を理想的なレベルで達成
し、より高度な内容を自主的な学
修で身につけている。 

合格とし、単位を認定す
る。 

Ａ ８０ ～ ８９点 
到達目標を理想的なレベルで達成
している。 

Ｂ ７０ ～ ７９点 
到達目標を標準的なレベルで達成

している。 

Ｃ ６０ ～ ６９点 
到達目標を最低限のレベルで達成

している。 

Ｄ ５９点以下 到達目標を達成できていない。 
不合格とし、単位を認定
しない。 

Ｋ 履修放棄  

履修登録がなかったも
のとして取扱うが、年間
に履修登録した単位数
には含める 

 
(3) 成績評価について疑義があった場合の異議申立てについて 

厳格な定期試験等の成績評価を担保するため、成績評価に疑義があった場合、成績等への

異議申立てを行うことができる。申合せの概要については、以下のとおり。 

 

① 公開された成績を確認し、疑問がある場合、まずは、授業担当教員に直接確認を行うこ

と。（非常勤講師が担当する科目の場合は、教務課へ申し出ること。） 

  ② 上記①の結果、得られた回答に疑義が残る場合は、直近の学期開始日から７日以内に教

務課に申し出て、「異議申立書」を提出することができる。（※①の確認を行わないと「異

議申立書」の提出はできない。） 

③ 提出された「異議申立書」については、組織的に内容を調査し、異議申立て期限日から

１０日以内に本人あてに回答を行う。なお、１０日以内に回答できない場合は、回答でき

ない理由を説明する。 

④ 異議申立てに対する回答内容について、さらに疑義がある場合は、再異議申立てができ

る。詳細は「学生の成績等への異議申し立てに関する申し合わせ」を参照すること。 



 

 

４．「統合研究セミナー」の履修方法等 

  「統合研究セミナー」（共通科目：必修科目：２単位）は、論文指導研究会において３回以

上発表し、指導教員から博士論文作成のための十分な研究指導を受けることを、単位認定の条

件とする科目である。 

  履修登録は、原則として修了予定年度前期に行い、成績の評価は、各指導教員が博士論文作

成の取り組み等を総合して判定し、評価を行う。 

 

５．学位論文の提出及び最終試験等 

  学位論文は、指導教員の指導を受けて作成し、学長へ提出することとなっている。 

  学位論文の提出にあたっては、次の事項に十分留意し、提出すること。 

 

 (1) 学位論文の提出資格 

   学位論文を提出できるのは、論文指導研究会を経て当該学年末までに、修了に必要な授業  

科目１０単位を修得見込みの者で、「鹿屋体育大学博士論文の提出条件に関する申合せ」

の課程博士の学位論文の提出条件等を満たし、指導教員が提出を認めた者である。 

 

 (2) 学位論文の提出方法 

      所定の学位論文審査願に、学位論文１編（正本１部、副本３部）、学位論文概要（４部）、

論文目録（４部）及び履歴書（１部）を添え、別に定める日（学年暦で定める日）までに、

教務課担当係へ提出する。（なお、学位論文の提出条件を満たす学術論文の別刷り又は掲載

可の証明書を添付すること。） 

 

 (3) 学位論文の審査、最終試験及び学位論文発表会 

      研究科委員会に設置される学位論文審査委員会（主査１名、副査２名）は、学位論文発表  

会（公開）において学位論文の審査及び最終試験を行う。 

   なお、学位論文の審査については「鹿屋体育大学博士論文審査基準」に沿って審査を行う。 

   また、学位論文発表会の日程は別に定める。 

 

 (4) 学位論文提出に係る倫理審査等の確認 

 学位論文作成に際し、倫理審査小委員会又は動物実験小委員会による審査を受けた場合に

は、修了予定年度の１１月末までに各審査結果の写しを教務課担当係へ提出すること。 

 詳細については、別途教務課担当係から通知する。 

 

６．課程の修了 

   本学大学院体育学研究科博士後期課程体育学専攻を修了するための要件は、標準修業年限

以上在学し、所定の単位を１０単位以上修得し、かつ必要な研究指導を受け学位論文の審査

及び最終試験に合格することである。 

   なお、課程修了の可否については、前述の学位論文審査委員会の報告に基づき、研究科委  

員会が審議決定し、学長が認定することとなっている。 

 また、優秀な業績をあげた者は、早期修了が可能である。早期修了を希望する者は、履修

登録をする前に、必ず指導教員及び担当係に相談及び申し出ること。 

※「鹿屋体育大学博士論文の提出条件に関する申合せ」参照 

 

７．学位の授与 

   本学大学院体育学研究科博士後期課程体育学専攻を修了した者には、「博士（体育学）」

の学位を授与する。 

 


